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令和６年度男女共同参画に関する年次報告書について 

 

 

本書は、大田原市男女共同参画を推進する条例（平成16年10月１日施行）第14条に

基づく年次報告書として作成したものであり、大田原市の男女共同参画の現状及び本

市が令和６年度に取り組んできた男女共同参画に関する施策の実施状況を「おおたわ

ら男女共同参画プラン（第４次大田原市男女共同参画行動計画）」の施策の方向ごとに

取りまとめ報告いたします。 
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●おおたわら男女共同参画プラン施策の体系 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 男女共同参画の推進状況 
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おおたわら男女共同参画プランが目指す目標値進捗状況 

指 標 項 目 

基 準 現 状 目 標 
令和６年度 

達成状況 
令和２年度 

(2020年度) 

令和６年度 

(2024年度) 

令和８年度 

(2026年度) 

基本目標Ⅰ それぞれの個性を認め合える社会づくり 

１ 男女共同参画に関する広報紙「ばらんす」の発行 年２回 年２回 年２回 目標達成 

２ 家庭教育学級参加者数 年639人 年1,864人 年2,800人  

３ 市広報紙を活用したＤＶ防止の啓発 年４回 年５回 年４回 目標達成 

基本目標Ⅱ だれもがあらゆる分野へ参画できる地域づくり 

１ 審議会・委員会等における女性委員の割合 24.0％ 23.4％ 35.0％  

２ 女性農業委員の全体に占める割合 23.5％ 35.3％ 30.0％ 目標達成 

３ 女性が働きやすい環境づくりの取組をしている企業数 新規 年３社 年５社  

基本目標Ⅲ だれもが心豊かに暮らせる環境づくり 

１ 認知症サポーターの数（計画期間の累計） 14,013人 18,927人 16,400人 目標達成 

２ 乳がん検診受診率（40歳～69歳）（全方式の合計） 新規 66.6％ 60.0％ 目標達成 

３ ファミリーサポートセンター利用件数 新規 年736人 年570人 目標達成 
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【基本目標Ⅰ それぞれの個性を認め合える社会づくり】     

施策の方向１ 男女共同参画社会への理解促進                          

 

◆男女共同参画に関する広報紙「ばらんす」の発行状況 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

発行回数 ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 

発行部数 39,950部 39,900部 39,000部 39,000部 39,000部 

 

 

施策の方向２ 男女共同参画をめざす幼児期からのジェンダー教育の推進              

 

◆家庭教育学級の開催状況 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

受講者数 639人 941人 1,483人 1,984人 1,864人 

開設回数 14回 19回 44回 61回 43回 

学習時間 58.8時間 38.6時間 67.1時間 125.5時間 90.5時間 

 

 

施策の方向３ 人権の尊重（ＤＶ防止基本計画）                         

 

◆ＤＶ防止啓発についての記事の広報紙等掲載回数 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

年間掲載回数 ４回 ５回 ５回 ５回 ５回 

 

◆ＤＶ相談件数（市福祉事務所） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

ＤＶ相談件数 17件 25件 29件 17件 30件 

  

(1) 普及啓発活動の推進 

(2) 情報の収集・提供の充実 

(1) ジェンダー平等に関する教育の推進 

(2) 家庭・地域における男女共同参画に関する学習の推進  

(3) 国際交流の推進 

 

 

(1) ＤＶ防止に対する啓発の推進 

(2) ＤＶ相談体制の充実 

(3) ＤＶ被害者の保護と自立の支援 

(4) 関係機関との連携の強化  
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【基本目標Ⅱ だれもがあらゆる分野へ参画できる地域づくり】  

施策の方向１ 政策・方針決定の場への女性参画の拡大                      

 

◆市の審議会・委員会等への参画状況 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

審議会等数 73 71 71 71 74 

うち女性のいる審議会等数 62 61 57 59 64 

総委員数 1,019人 1,022人 1,017人 1,021人 1,057人 

うち女性委員数 245人 236人 228人 225人 247人 

女性委員の割合 24.0％ 23.1％ 22.4％ 22.0％ 23.4％ 

 

（各年４月１日時点） 

 

 

（令和６年４月１日時点） 

 

資料：栃木県生活文化スポーツ部人権男女共同参画課公表資料より 

    ■14市平均 31.8％   ■栃木県 36.3％   ■県の目標値 40.0％  
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図表２：審議会等委員における女性の割合（％）

目標設定をしている県内14市参画状況

(1) 政策・方針決定の場への女性参画促進 

(2) 人材育成の推進 
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◆市議会議員への参画状況 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

議員数 21人 21人 19人 18人 21人 

うち女性議員数 3人 3人 3人 3人 4人 

女性議員の割合 14.3％ 14.3％ 15.8％ 16.7％ 19.0％ 

 

（各年４月１日時点） 

   

 

 

（令和６年４月１日時点） 

   

資料：栃木県生活文化スポーツ部人権男女共同参画課公表資料より 

    ■14 市平均 17.1％    ■25 市町平均 15.9％    ■県議会議員 18.0％  
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図表４：市議会議員における女性の割合（％）

県内14市参画状況
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施策の方向２ 働く場における男女共同参画の推進（女性活躍推進計画）              

 

◆農業委員への参画状況（各年７月20日時点） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

農業委員数 17人 17人 17人 17人 17人 

うち女性の農業委員数 4人 4人 4人 6人 6人 

女性委員の割合 23.5％ 23.5％ 23.5％ 35.3％ 35.3％ 

◆女性が働きやすい環境づくりの取組をしている企業数 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

企業数 新規 年２社 年３社 年３社 年３社 

 

【基本目標Ⅲ だれもが心豊かに暮らせる環境づくり】      

施策の方向１  家庭生活とその他の活動の両立支援                        

 

◆認知症サポーター数 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

認知症サポーター数 14,013人 14,769人 16,129人 17,580人 18,927人 

◆ファミリーサポートセンター利用件数 

 令和２年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

利用件数 新規 642人 719人 736人 

 

施策の方向２ 男女の生涯にわたる健康の確保                           

 

◆乳がん検診受診率（40歳～69歳）（全方式の合計） 

 令和２年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

受診率 新規 68.4% 67.4% 66.6% 

 

(1) 働きやすい職場環境の整備 

(2) 起業・再就職への支援 

(3) 農業における男女共同参画の推進 

(1) ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の推進 

(2) 子育て・介護支援体制の充実 

 

(1) 生涯を通じた健康保持の推進 

(2) 母子保健の充実 
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【計画の推進】                        

１ 推進体制の充実                               

◆市役所における管理的地位の女性職員の割合 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

全職員 35.9％ 35.8％ 35.9％ 36.3％ 36.6％ 

管理職 17.8％ 14.0％ 17.5％ 17.5％ 15.0％ 

管理的地位 24.1％ 21.6％ 24.6％ 26.3％ 24.1％ 

※管理職：部長級及び課長級 

 管理的地位：部長級、課長級及び課長補佐級 

（各年４月１日時点） 

   

 

（令和６年４月１日時点） 

  
資料：栃木県生活文化スポーツ部人権男女共同参画課公表資料より 

    ■14市平均 15.5％   ■栃木県 17.3％   
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県内14市参画状況



 

 

 

 

 

Ⅱ 男女共同参画に関する施策の実施状況 
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【基本目標Ⅰ それぞれの個性を認め合える社会づくり】             

 

施策の方向１  男女共同参画社会への理解促進                    

施策(１)啓発活動の推進 

事 業 令和６年度実施状況 
評
価 

ジェンダー平等に配慮した 

広報 

【政策推進課】 （全課） 

市広報紙は、性別による固定的な表現がないよう配慮して作成

し、情報政策課広報広聴係がチェックを行いました。 

Ａ 

 

 《事業内容》 

市から発行する広報紙

等において、言葉づかい

や文章表現・写真・イラ

スト等の使用について、

ジェンダー平等の視点に

配慮し作成します。 

《評価・課題等》 

今後もジェンダー平等の視点に立ち、男女共同参画の視点に配

慮した広報紙等を作成します。 

ＳＤＧｓへの取組 

【政策推進課】 

〇男女共同参画講座「とも家事推進講座」について情報発信し、

家庭において家事を分担する意識醸成に努めました。 

〇男女共同参画広報紙「ばらんす」において、男女共同参画事業

者表彰について取り上げ、男女が互いを尊重し、個性と能力を

発揮できる職場づくりに取り組む事業者について特集しまし

た。 
Ａ 

 

 《事業内容》 

ＳＤＧｓの目標の１つ

である「ジェンダー平等

の実現」への取組を推進

すると共に、市民・事業

所等に向けた普及啓発を

図ります。 

 

《評価・課題等》 

広報紙やよいちメール等を通して、市民・事業所に向け

て、ジェンダー平等の実現に関して意識醸成、普及啓発に努

めました。 

施策(２)情報の収集・提供の充実 

事 業 令和６年度実施状況 
評
価 

男女共同参画広報紙の発行 

【政策推進課】 

広報おおたわら 11 月号及び３月号に併せ全戸配布し、男女共

同参画に関する意識啓発と情報提供を行いました。 

 発行回数：年２回（第 57号、第 58号） 

発行部数：第57号19,500部、第58号19,500部 

 
Ａ 

 《事業内容》 

男女共同参画に関する

広報紙として「ばらん

す」を発行し、意識啓発

と情報提供を行います。 

《評価・課題等》 

ボランティアの編集委員の協力により、読みやすさ・わかりや

すさに重点をおいた市民目線の紙面づくりに努めました。市の男

女共同参画講座等や女性団体連絡協議会のイベント記事を掲載

し、男女共同参画の意識啓発に努めました。 

 評価の目安 

Ａ：達成された（90％以上） 

Ｂ：概ね達成された（80％以上） 

Ｃ：あまり達成されていない（60％以上） 

Ｄ：達成されていない（60％未満）
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男女共同参画に関する情報

の提供【政策推進課】 

市ホームページやよいちメール等を活用し、県の実施する「男

女生き活き企業」認定や「とも家事の推進」等の情報発信、本市

で開催する講座情報の周知など、男女共同参画に関する情報を随

時提供しました。 
Ａ 

 

 《事業内容》 

広範囲な情報の収集を

行い、ホームページの活

用により、男女共同参画

に関する情報の提供を行

います。 

《評価・課題等》 

今後もホームページとよいちメール、市公式LINEを活用し、積

極的に情報提供していきます。 

 

施策の方向２ 男女共同参画をめざす幼児期からのジェンダー教育の推進        

施策(１) ジェンダー平等に関する教育の推進 

事 業 令和６年度実施状況 
評
価 

キャリア教育、進路指導の

充実【学校教育課】 

各学校において「生きる力」を身に付け、社会人・職業人とし

て自立していくことができるように、小学校段階から体系的なキ

ャリア教育に取り組んでいます。その中で、女性の進路の拡充に

ついての情報に触れ、女性の社会参加や地位向上について認識を

もち、望ましい勤労観や職業観の育成を図りました。 

Ｂ 

 《事業内容》 

女性の進路の拡充につ

いての情報に触れ、女性

の社会参加や地位向上に

ついて適切な認識を持つ

ことができるよう、望ま

しい勤労観や職業観の育

成を図ります。 

 

《評価・課題等》 

男女共同参画社会の形成という現代社会の喫緊の課題に対し

て、今後、さらに児童・生徒の意識と能力を高めていかなければ

なりません。中学２年生で実施する職場体験学習の充実など学校

内外の教育資源を有効に活用しながら、推進に努めました。 

小学生交流事業 

【生涯学習課】 

岡山県井原市と大田原市で派遣・受入を隔年で交替し、事業を

行っています。令和６年度は大田原市の小学生 17 人を派遣し、

井原市の小学生 19人と交流・交歓を図りました。 

期間：令和６年８月３日(土)～５日(月) ３日間  

引率：５人 

 

児童人数 男 女 計 

大田原市 9 8 17 

井 原 市 5 14 19 

計 14 22 36 
 

Ａ 

 《事業内容》 

市内小学生と岡山県井

原市の小学生が派遣・受

け入れによる現地での交

流・交歓を図ることで、

男女共同参画の意識を学

ぶ機会を提供します。 

《評価・課題等》 

班別行動時には男女ともに協力しながら交流を行いました。

様々な場面で特に男女で別れることもなく、ひとつの団体として

行動する意識が感じられました。令和７年度の受け入れでも児童

が交流・交歓を図れるよう計画します。 
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発達段階に応じた人権教育

の充実 

【学校教育課】 

年間指導計画や別様に、発達の段階に応じた健全な異性観を持

てるような題材や、家庭生活の大切さを考えさせる題材を位置付

け、道徳や各教科において、人権に配慮した授業を展開し、教育

活動を通して差別のない望ましい人間関係の構築を図りました。 

Ｂ 
 《事業内容》 

道徳の指導計画の中に

「性の尊重に関わる題

材」を位置付け、指導の

充実を図ります。 

《評価・課題等》 

「健全な異性観」をもてるような授業が位置付けられ、計画的

に実施されており、市内各小中学校で男女の関係における人権感

覚が高まっています。 

 

施策(２) 家庭・地域における男女共同参画に関する学習の推進 

事 業 令和６年度実施状況 
評
価 

家庭教育学級の開設 

【生涯学習課】 

家庭教育学級 

公民館名 学級数 受講者(延べ) 回数 学習時間 

大田原東 1 203 5 18.5 

大田原西 1 34 3 6.0 

金田北 1 295 8 16.0 

金田南 1 366 9 9.0 

親 園 1 362 5 10.0 

野 崎 1 107 3 4.5 

佐久山 1 199 4 6.0 

湯津上 1 189 2 4.0 

須賀川 1 109 4 16.5 
 

Ａ 

 《事業内容》 

健全で豊かな人間性を

育む家庭のあり方を考え

るため、地区公民館にお

いて、地域・社会での実

践を通した学習活動を行

います。 

《評価・課題等》 

ほとんどの地区公民館で令和５年度より受講者人数が減少して

おりますが、地域の学校と連携を図り実施しております。 

学級の中で学んだ成果を実生活において活かしていけるよう

に、今後も各地区公民館及び学校との連携を取りながら、学習内

容の多様化に努めていきます。 

男女共同参画講座等の実施 

【政策推進課】 

〇キャリアデザイン講座（黒羽高等学校） 

期日：令和６年 12月６日 

場所：黒羽高等学校体育館   参加者：72 人 

内容：テーマ「無意識の思い込みに気づこう！～アンコンシャス 

バイアス～」 

講師：国立大学法人宇都宮大学 D＆I推進センター  

男女共同参画推進室 特任助教 川面 充子氏 

 

〇小中学生理工系チャレンジ講座 

期日：令和６年９月７日  参加者：32人 

内容：第１部 実験「練り香水作り」 

   第２部 哲学対話「ヒトはなぜはたらくのか？」 

講師：帝京大学理工学部 准教授 平澤 孝枝氏 

 

Ａ 

 《事業内容》 

固定的な性別役割分担

意識が芽生える以前から

男女共同参画教育の推進

を図ると共に、男女共同

参画の意識の醸成を図る

ための講座や講演会を実

施します。 
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〇とも家事推進講座 

期日：令和６年 12月 14 日（土） 

場所：大田原市役所本庁舎 市民協働ホール  参加者：45 人 

内容：「年末のすっきり片付け収納講座」 

講師：ナックスペースクリエーション 代表 さくらい すみこ氏 

《評価・課題等》 

市内高校と連携し事業を開催するなど、それぞれの年代や立場

に合わせ講座を開催することができました。参加者のアンケート

結果はすべての講座で「とてもよかった」「よかった」が 90％を

超え、好評を得ています。 

 

施策(３)国際交流の推進 

事 業 令和６年度実施状況 
評
価 

中学生交流事業の実施 

【生涯学習課】 

【中学生の交流事業は派遣・受入を隔年で実施】 

○大田原市中学生交流事業(ウエストコビナ市へ派遣) 

期間：令和６年８月５日(月)～14 日(水) ８泊 10日 

生徒：市内中学校生徒８人(女子８人) 

引率：３人 

 

○ウエストコビナ市生徒交流事業（大田原市で受入） 

令和６年度は中学生交流事業の実施年度であったため、ウエス

トコビナ市生徒交流事業は実施しませんでした。 
Ａ 

 《事業内容》 

海外派遣や外国人の受

け入れでの体験を通じ

て、異文化への理解を深

めると共に、国際感覚を

身に付け、国際社会にお

ける男女共同参画を認識

する機会を提供し、人間

性豊かな生徒を育成しま

す。 

《評価・課題等》 

○姉妹都市であるウエストコビナ市との友好親善、相互理解を図

る目的で大田原市の生徒をウエストコビナ市へホームステイ事

業として派遣し、交流を通じて国際親善を図りました。 

〇令和７年度は受入を計画していましたが、応募者がウエストコ

ビナ市側の最少催行人数に達しなかったため中止が決定しまし

た。 

 

★新規 

高校生交流事業の実施 

【生涯学習課】 

【高校生の交流事業は令和元年度まで相互派遣・受入を毎年実施】 

【令和７年度派遣事業から再開】 

〇令和７年度に向けて大田原市高校生交流事業実行委員会開催 

(英国スコットランド・セントアンドリュースへ派遣) 

 開催日時：令和７年２月20日（木）15時～16時 

Ａ 

 《事業内容》 

 海外派遣や受け入れで

の体験を通じて、異文化

への理解を深めるととも

に、国際感覚を身に付

け、国際社会における男

女のあり方を認識する機

会を提供し、人間性豊か

な生徒を育成します。 

 

 《評価・課題等》 

令和６年度まで中止していた交流事業を令和７年度に大田原市

の高校生をセントアンドリュースへ派遣することから事業再開予

定。令和６年度に派遣事業に向けた実行委員会を開催しました。 
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国際交流会への支援 

【生涯学習課・政策推進課】 

〇令和６年度は自主財源で活動を実施することが可能であった

ため、補助の申請はありませんでした。 

〇外国語教室の支援：66回 

Ａ 

 《事業内容》 

市民が多様な文化や価

値観に触れることができ

るよう、市民レベルで外

国人との交流活動を行う

団体である国際交流会に

対し、補助金の交付や日

本語・英会話・中国語等

の各教室の支援をしま

す。 

《評価・課題等》 

〇国際交流会と情報を密にし、引き続き適切な支援を行います。 

〇国際交流会が実施する外国語教室に対して引き続き支援をして

いきます。 

 

施策の方向３ 人権の尊重（ＤＶ防止基本計画）                     

施策(１) ＤＶ防止に対する啓発の推進 

事 業 令和６年度実施状況 
評
価 

広報・啓発の充実 

【政策推進課】 

広報おおたわら６月号、７月号、10月号、11月号と併せて、

男女共同参画広報紙「ばらんす」57号、58号においてＤＶの

相談窓口に関する記事を掲載しました。 

Ａ 

 《事業内容》 

パンフレット等の設置配

布や、広報紙へ年数回、Ｄ

Ｖ防止法や相談窓口を掲載

し、市民に対してＤＶが犯

罪であり重大な人権侵害で

あるということの周知を行

います。 

《評価・課題等》 

年５回広報紙に掲載し、周知啓発を図りました。また、市ホ

ームページにＤＶ相談窓口のページを作成し、広報紙と併せて

周知啓発に努めました。 

若年層を対象とした性暴力等

被害防止に向けた啓発 

【政策推進課】 

〇男女共同参画講座（大田原高等学校） 

期日：令和６年９月 19日 

場所：大田原高等学校体育館     参加者：572 人 

内容：テーマ「性暴力について考えよう～大切な心と身体を守 

るために 10 代のうちに知っておきたいこと～」 

講師：認定 NPO ウイメンズハウスとちぎ 丸山 文子氏 

〇男女共同参画講座（大田原女子高等学校） 

期日：令和６年10月30日 

場所：大田原女子高等学校体育館   参加者：198 人 

内容：テーマ「デートＤＶとは～互いを尊重する対等な関係を 

   築くためには～」 

講師：認定 NPO ウイメンズハウスとちぎ 藤平 裕子氏 

男女共同参画広報紙「ばらんす」57号に記事掲載しました。 

〇若年層の性暴力予防月間の啓発ポスターを市庁舎デジタルサ

イネージに掲載し周知啓発しました。 

Ａ 

 《事業内容》 

デートＤＶ、ＪＫビジネ

ス、ストーカー等のあらゆ

る形態の暴力に対する防止

に向けた啓発を行います。 

《評価・課題等》 

市内高校と連携し、講座を開催することで周知啓発を図りま

した。今後はホームページ等を活用し、周知啓発に努めます。 
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あらゆる暴力の根絶に向けた

人権教育の充実 

【学校教育課】 

教職員の人権感覚を高めるため、「デートＤＶを考える研修

会」「性暴力について考える研修会」等様々な研修を周知し、人

権教育担当者を中心に、児童生徒への指導の充実を図りまし

た。 

Ｂ 

 《事業内容》 

人権教育の指導計画の中

に「女性に対する暴力の根

絶に向けた内容」を位置付

け、指導の充実を図りま

す。 

《評価・課題等》 

各校で指導の充実を図るため、更に研修の周知など働きかけを

進めていきます。 

 

施策(２)ＤＶ相談体制の充実  

事 業 令和６年度実施状況 
評
価 

相談体制の整備 

【こども支援課】 

窓口・庁舎内情報コーナー・関係施設等にて、「子育て・Ｄ

Ｖ・離婚に関する相談窓口」に関する情報周知用パンフレット・

カード等を設置配布しました。 

夫等からの暴力の相談 実件数 30 件（延 95 件） 

離婚等の相談     実件数 70件（延  215件） 

Ａ 

 《事業内容》 

大田原市福祉事務所に

おいて婦人相談員を配置

し、ＤＶやストーカーの

被害者からの各種相談に

応じるほか、必要な支援

を行います。また、相談

窓口の周知に努めます。 

《評価・課題等》 

パンフレット等の設置配布により、情報周知と啓発に努めまし

た。 

婦人相談員の研修機会の提

供 

【こども支援課】 

・婦人保護業務関係職員研修会（年６回） 

・女性相談支援員との意見交換会 

・栃木県ＤＶ被害者対策実務担当者会議 

・栃木県ＤＶ被害者等地域支援サポーター交流会 

・こころのケア講座（年６回） 

・性暴力を考える講座（年２回） 

・県北地区研修会（年３回） 

・困難な問題を抱える女性支援者等セミナー（年２回） 

・関東甲信越地区女性支援事業研究協議会 

Ａ 

 《事業内容》 

婦人相談員のスキルア

ップを目的とした研修会

への参加や、婦人相談員

間で事例等の情報を共有

することで相談対応力向

上を図ります。 

 

 

《評価・課題等》 

女性相談支援員が各種相談に応じ、必要な支援を実施してい

る。今後、相談業務における婦人相談員の更なるスキルアップを

図ります。 

二次被害の防止 

【こども支援課・市民課・

建築住宅課】 

○必要に応じて各課において情報共有し、場合によっては同行、

同席して円滑な窓口対応を実施しました。 

○令和６年度、新規17件、継続68件、変更13件、終了21件、合計

119件の支援措置申出について、住基システムに対象者である

旨の情報登録をすると共に、関係各課に対してもスペースを利

用し情報提供を行いました。結果、すべての対象者情報を関係

各課と共有できました。 

 

 

Ａ  《事業内容》 

被害者に対して円滑な

窓口の対応、行政手続き

を行うため、各課の情報

共有を行います。 
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《評価・課題等》 

○被害者の状況を的確に把握し、必要な手続きを滞りなく行

えるよう、今後も適切な対応・情報共有が行える体制づく

りを図ります。 

〇住基情報を利用する関係各課が住基情報に登録される支援措置

対象情報を適切に取り扱えるように、引き続き新規・変更等の

情報をその都度更新していきます。 

 

施策(３)ＤＶ被害者の保護と自立の支援  

事 業 令和６年度実施状況 
評
価 

市営住宅への優先入居 

【建築住宅課・こども支援

課】 

両課の情報共有により市営住宅の空き状況等を提供します 

令和６年度 相談実績 ４件 

       入居実績 ０件 

Ａ 

 《事業内容》 

ＤＶ被害等にあった市

民へ市営・市有住宅の空

き状況などを提供し、空

き住戸に対して速やかに

かつ適切に入居できるよ

う支援します。 

《評価・課題等》 

市営住宅への単身入居に際してＤＶ被害者の方について入居要

件を緩和し住居の確保に配慮しております。 

加害者の状態、ＤＶ被害者の心境や状況を把握し、今後も適切

な対応・案内・情報提供を行える体制づくりに努めます。 

 

施策(４)関係機関との連携の強化  

事 業 令和６年度実施状況 
評
価 

県の配偶者暴力相談支援セ

ンターとの連携 

【こども支援課】 

・配偶者暴力ネットワーク会議での情報交換等 

・母子支援施設訪問及び要保護母子措置入所のための移送等 

※要保護母子措置入所のための移送 ２件 

Ａ 

 《事業内容》 

緊急性のある被害者に

対し、迅速かつ適切な対

応及び支援を行っていく

ため、県の配偶者暴力相

談支援センターと情報を

共有するなど、綿密な連

携を図ります。 

《評価・課題等》 

今後も状況に応じ必要な連携を図り、速やかな状況把握と対応

を図ります。 

県及び近隣市町等との連携 

【こども支援課】 

婦人保護業務関係職員研修「配偶者暴力防止対策ネットワ

ーク会議（県主催）に参加し、関係機関と情報交換をしまし

た。 

Ａ 

 《事業内容》 

被害者に対し適切な対

応ができるよう、県及び

近隣市町等の関係機関と

情報共有を図る等の連携

を行います。 

 

《評価・課題等》 

研修は、相談業務に活かせる内容でした。またネットワーク会

議においては、各関係機関における実態が把握できました。 

今後も研修に参加し各関係機関との連携を図っていきます。 
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【基本目標Ⅱ だれもがあらゆる分野へ参画できる地域づくり】            

 

施策の方向１ 政策・方針決定の場への女性参画の拡大                             

施策(１) 政策・方針決定の場への女性参画促進 

事 業 令和６年度実施状況 
評
価 

審議会等における女性の登

用の促進 

【政策推進課】（全課） 

各種審議会・委員会等に占める女性委員の割合 

23.4％（令和６年４月１日現在） 

総委員数：1,057人 うち女性委員数：247人 

審議会数：74    うち女性のいる審議会等数 64（86.5%） 

Ｃ 

 《事業内容》 

男女双方の意見を取り

入れることができる環境

づくりに配慮し、女性の

登用率向上や女性のいな

い審議会等をなくすこと

に努めるよう庁内に働き

かけます。 

《評価・課題等》 

目標値に達するために、引き続き、市の幹部会議における働き

かけや、市の各課長等及び各課に配属されている男女共同参画庁

内連絡会議構成員に対し協力していただくよう働きかけていきま

す。 

 

施策(２) 人材育成の推進 

事 業 令和６年度実施状況 
評
価 

女性団体連絡協議会の連携

と支援 

【政策推進課】 

男女共同参画社会の実現を目指し、女性の地位の向上と住みよ

いまちづくりに貢献することを目的に組織されている大田原市女

性団体連絡協議会の自主性を尊重しながら連携を図り、協力体制

の強化を図ります。 

・加入団体 ５団体 

〇一人ひとりが輝く大田原のつどい講演会 

期日：令和６年８月 26日（土） 

場所：大田原市役所本庁舎 市民協働ホール  参加者：76 人 

内容：テーマ「だれもが ゆるやかに つながるまち」 

講師：一般社団法人えんがお 代表理事 濱野 将行氏 

〇３市町女性団体研修交流会 

期日：令和６年 11月 15 日（金） 

場所：トコトコ大田原 市民交流センター 視聴覚室 

参加者：大田原市・那須塩原市・那須町 16団体 47 人 

内容：第１部 映画上映「リトルガール」 

   第２部 講演「LGBTQ＋／SOGI～私たちが学び合うことで多 

様性を認め合う社会をつくる～」 

講師：国際医療福祉大学大学院助産学分野 准教授 森越 美香氏 

Ｂ 

 《事業内容》 

女性の活躍推進を目的

に、女性団体の育成を推

進し、組織の活性化を図

ります。 

《評価・課題等》 

 今後も団体の活動活性化に向けて支援していくとともに、新規

加入促進に向けて働きかけをしていきます。 

 評価の目安 

Ａ：達成された（90％以上） 

Ｂ：概ね達成された（80％以上） 

Ｃ：あまり達成されていない（60％以上） 

Ｄ：達成されていない（60％未満）
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地域におけるリーダーの 

育成【政策推進課】 

〇栃木県男女共同参画地域推進員 

市広報紙に募集記事を掲載しました。 

 地域推進員：16人（男性２人、女性 14人） 

※令和７年３月 31日現在 

〇とちぎウーマン応援塾 

市広報紙及び市ホームページに受講生募集の記事を掲載し、周

知しました。 Ｂ 

 《事業内容》 

地域の方針決定の場へ

の女性の参画を推進しま

す。 

《評価・課題等》 

地域における女性リーダー育成の機会として、県の事業等の周

知に努めましたが、申込みはありませんでした。今後も県等と連

携し、女性リーダー育成講座等の周知に努めます。 

 

施策の方向２ 働く場における男女共同参画の推進（女性活躍推進計画）        

施策(１) 働きやすい職場環境の整備 

事 業 令和６年度実施状況 
評
価 

雇用均等に関する周知 

【商工観光課】 

市庁舎等に男女雇用機会均等月間ポスターの掲示やリーフレ

ットを設置し、周知を図りました。 

 

Ｂ 

 《事業内容》 

事業主に対して、男女雇

用機会均等の確保や、多様

な働き方のニーズに対応し

た就業環境づくり等の情報

を提供するなど周知に努め

ます。 

《評価・課題等》 

掲示や設置などの手法以外にも、市の広報紙やメール配信等

の積極的な周知方法も考えたいと思います。 

事業者に対する周知啓発 

【政策推進課】 

 

栃木県が取り組む「男女生き活き企業」認定制度における栃

木県建設工事入札参加資格の技術評価点加点制度について、市

ホームページで案内のページを作り、周知に努めました。 

Ｂ 

 《事業内容》 

女性活躍推進等に積極的

に取り組む事業者に対する

公共調達のインセンティブ

付与を周知啓発します。 

 

《評価・課題等》 

今後も国や県の動向を注視しながら、公共調達に関する女性

活躍の推進について周知啓発していきます。 

育児・介護休業制度の普及啓

発【商工観光課】 

市庁舎等に育児・介護休業制度の普及啓発ポスターの掲示や

リーフレットを設置し、周知を図りました。 

Ｂ 

 《事業内容》 

男女が共に子育てや介護

を担い、仕事との両立が可

能となるよう市内企業に対

し、育児・介護休業制度の

啓発や情報の提供を行いま

す。 

《評価・課題等》 

掲示や設置などの手法以外にも、市の広報誌やメール配信等の

積極的な周知方法も考えたいと思います。 
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ハラスメント防止対策の推進 

【商工観光課】 

市庁舎ほか関係施設にセクハラ被害等各種ハラスメントに関 

する相談窓口周知のポスターの掲示、パンフレット等の配置を

おこないました。 

Ｂ 

 《事業内容》 

セクシュアルハラスメン

ト、パワーハラスメント、

マタニティハラスメント等

の防止に向けて、事業者や

労働者及び市民に向けた広

報・啓発を行います。 

 

《評価・課題等》 

掲示や設置などの手法以外にも、市の広報紙やメール配信等

の積極的な周知啓発方法も考えたいと思います。 

男女共同参画推進事業者表彰

の実施 

【政策推進課】 

令和６年度受賞事業者  

・株式会社栃木ニコン 

・株式会社栃木ニコンプレシジョン 

・社会福祉法人邦友会 

Ａ 

 《事業内容》 

仕事と生活の両立支援や男

女が共に働きやすい職場づ

くりについて、積極的に取

り組む事業者を表彰するこ

とにより、男女共同参画社

会の促進を図ります。 

《評価・課題等》 

男女共同参画に積極的な取組を行っている事業者を募集し、

表彰及び公表することにより、事業者の積極的な取組を啓発す

ることができました。 

また、市ホームページで事業者の活動の様子や取組の詳細を

紹介することで、多くの市民に男女共同参画の意識づけができ

ました。 

 

施策(２) 起業・再就職への支援 

事 業 令和６年度実施状況 
評
価 

職業能力開発の周知 

【商工観光課】 

市広報紙に職業訓練の各種講座や教育訓練給付制度の周知のた

め、情報提供をおこないました。また、市庁舎にセミナーポスタ

ーやリーフレットを設置し、周知を図りました。 

 

Ａ 

 《事業内容》 

職業訓練の各種講座や

教育訓練給付制度等の支

援策の情報提供に努め、

求職者や在職者のスキル

アップを支援します。 

 

《評価・課題等》 

掲示や設置などの手法以外にも、市の広報紙やメール配信等の

積極的なＰＲ方法も考えたいと思います。 

 

再就職希望者への支援 

【商工観光課】 

市庁舎に公共職業安定所や県などが実施している再就職希望者

への職業訓練等のポスターやリーフレットを設置し周知を図りま

した。 

大田原公共職業安定所と共催で、12月に市内企業に就職を希望

する求職者向けに合同就職面接会を本庁舎で１回実施しました。 
Ａ 

 《事業内容》 

子育て中の女性等の再

就職希望者に対して、合

同面接会や各種支援策等

の情報提供に努めます。 
《評価・課題等》 

大田原市雇用創造協議会解散後も、可能な限り再就職支援事業

を進めていきたいと思います。 
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求人開拓事業の実施 

【商工観光課】 

大田原市公共職業安定所、大田原地区雇用協会と連携し、講演

会や視察など各種事業を推進し、雇用機会の維持及び就職機会の

拡大を図りました。 

大田原公共職業安定所と共催で、12月に市内企業に就職を希望

する求職者向けに合同就職面接会を本庁舎で１回実施しました。 

 
Ａ 

 《事業内容》 

大田原公共職業安定

所、大田原地区雇用協会

と連携し、雇用機会の維

持及び就労機会の拡大を

図ります。 

《評価・課題等》 

今後も引き続き、就職に備えた訓練及び既就職者の能力アップ

のため、広報活動を推進していきたいと思います。 

女性起業家の育成支援 

【商工観光課・政策推進課】 

本市創業支援等事業計画の創業支援事業者である大田原商工会

議所において７月に創業スクールを１回実施しました。 

また、栃木県よろず支援拠点と協力し、10月に女性のための起

業交流会を１回実施しました。 
Ａ 

 《事業内容》 

商工団体等と連携を図

り、女性起業家の育成を

支援することによって性

別にとらわれない豊かな

人材の育成を図ります。 

《評価・課題等》 

関係団体との連絡を密に取り、引き続き女性起業家の育成支援

を推進していきます。 

 

施策(３) 農業における男女共同参画の推進 

事 業 令和６年度実施状況 
評
価 

農村女性リーダーの育成 

【農政課・農業委員会】 

県等が主催する研修会や情報交換会等に参加したほか、独自事

業を行いました。なお、チームあゆみは女性農業委員で構成され

る全６名のグループです。 

 大田原市農業委員会は令和７年３月６日に行われた「未来農業

DAYs2025」において、令和６年度農山漁村女性活躍表彰でアワー

ド部門 女性地域社会参画組織部門において最優秀賞である農林

水産大臣賞を受賞しました。 

 

【本会主催独自事業】 

〇「はじめての農機具取り扱い講習会」 

期日：令和６年６月 22日（土） 

共催：那須野農業協同組合、ＪＡなすのサービス株式会社、株式 

会社ＪＡなすのアグリサポート 

参加者：一般参加者23名、農業委員12名（うちチームあゆみ６ 

名）、事務局３名 

〇「東洋大学×チームあゆみ インスタグラムを活用した農業経 

営スキルアップ講座 Vol.４」 

期日：令和６年 10月 18 日（金） 

共催：東洋大学蜂巣ゼミより蜂巣先生、学生９名 

参加者：一般参加者12名、チームあゆみ６名、事務局２名 

※独自事業開催に向けて、女性農業委員グループ「チームあゆ

み」で打ち合わせを多数開催 

【本会後援事業】 

〇「ハチのクリスマス会」 

期日：令和６年 12月８日（日） 

場所：hikarinocafe 蜂巣店（旧蜂巣小学校） 

Ａ 

 

 

 

《事業内容》 

農村女性のエンパワー

メントにつながる研修会

等への参加を支援しま

す。 
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主催：ココマルシェ会 

後援：大田原市、市農産物ブランド化促進協議会、東洋大学蜂巣 

ゼミ生、市農業委員会（チームあゆみ 5名ほか）、市教育 

委員会、hikari no café、東洋大学蜂巣ゼミ生 

来場者：400 名程度 

【本会共催事業】 

〇「長野県長野市農業委員会視察研修」 

期日：令和６年 10月４日（金） 

参加者：本市農業委員・推進委員 19 名（うちチームあゆみ６ 

名）、長野市農業委員・推進委員 24名、事務局（本市５ 

名、長野市２名） 

※「チームあゆみ」事例発表 

〇「茨城県鹿嶋市農業委員会視察研修」 

期日：令和７年１月 15日（水） 

参加者：本市農業委員 16名（うちチームあゆみ 6名）、長野市農 

業委員・推進委員 11名、事務局(本市３名、長野市２名) 

 ※「チームあゆみ」事例発表 

【県等主催事業参加】 

〇「農業・農村男女共同参画推進リーダー研修会」 

期日：令和６年７月１日（月） 

※「チームあゆみ」事例発表 

参加者：チームあゆみ６名、事務局３名 

〇「とちぎ女性農業委員の会設立 20 周年記念式典」 

期日：令和６年 10月７日（月） 

参加者：チームあゆみ６名、事務局３名 

〇「関東ブロック女性農業委員等研修会」 

期日：令和６年 11月 15 日（金） 

参加者：チームあゆみ５名、事務局２名 

〇「とちぎ女性農業委員の会第 16回通常総会」 

期日：令和６年 12月 13 日（金） 

参加者：チームあゆみ５名、事務局２名 

〇「とちぎ女性農業者フォーラム」 

期日：令和７年３月４日（火） 

参加者：チームあゆみ５名、事務局１名 

 

《評価・課題等》 

独自事業を計画・開催し、多方面からサポートしました。 

 毎年開催している「はじめての農機具取り扱い講習会」や東洋

大学とのコラボ企画である「インスタグラムを活用した農業経営

スキルアップ講座」を予定通り実施しました。 

また、塩谷地区のリーダー研修会や県外農業委員会の視察研修

等の依頼を受け、女性委員グループ「チームあゆみ」の活動につ

いて先進事例の発表を行いました。 

これまでの活動内容が評価され、令和６年度農山漁村女性活躍

表彰式において女性地域社会参画組織部門、農林水産大臣賞を受

賞しています。 

今後開催される研修会等にも積極的に参加していきます。ま

た、独自事業も計画開催し、多方面から支援を行っていきます。 
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農村生活研究グループ協議

会への支援 

【農政課】 

会員有志で郷土料理の三五八床の袋詰め及び仕込みを行いまし

た。完成品は、主に与一の郷ごころ便の商品として出荷を行いま

した。 

〇三五八床袋詰め 期日：７月 11日（木）14名参加 

12 月９日（月）17名参加 

〇三五八床仕込み 期日：１月 25日（土）11名参加 

 

また、第 34 回大田原マラソン大会に出店し、けんちんうどん

の販売を行いました。 

〇大田原マラソン大会  期日：11月 23 日（土）12名参加 

Ｂ 

 《事業内容》 

農村女性の地位向上を

図ることを目的に、女性

農業者を中心とする農村

生活研究グループ協議会

の活動を支援します。 

《評価・課題等》 

マラソン大会への出店の継続や、三五八床を与一の郷ごころ便

に出品することをとおして、外部へ女性活躍の様子をアピールす

ることができました。今後も上記の事業を継続しながら、新たな

活動に取り組み、男女共同参画を推進していきます。 

男女で築く農業経営の発展

支援 

【農政課】 

令和６年度に認定した女性認定農業者数：12 名 

令和６年度３月末時点の女性認定農業者数合計：59名 

Ｂ 

 《事業内容》 

「とちぎの農業・農村

男女共同参画ビジョン」

の推進に向け、女性農業

者に対して認定農業者

（共同申請を含む）への

誘導を行います。 

《評価・課題等》 

女性の認定農業者は依然として少ないため、夫婦間の共同申請

等を促し、農業経営における女性の活躍に努めていく。 

家族経営協定事業 

【農業委員会】 

認定農業者の申請及び農業者年金加入の際に、市農政課等と連

携して協定締結に向けた推進活動を行いました。 

その結果、新たに16件の協定書が締結され、６件の協定書見直

しを行いました。また有効締結件数の見直しを行い、累計件数は

366件となりました。 

Ａ 

 《事業内容》 

男女が対等な立場で家

族農業経営を確立してい

くために、就業条件や経

営管理全般にかかる家族

経営協定書づくりに取り

組みます。 

《評価・課題等》 

昨年度同様の締結がありました。今後も農業員会だより等で制

度利用のメリットを周知し締結の促進を図るとともに、締結内容

の見直しについても周知を行います。 
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施策の方向３ 地域社会への男女共同参画の促進                   

施策(１) 市民活動との連携・支援 

事 業 令和６年度実施状況 
評
価 

商工会議所女性部への支援 

【商工観光課】 

商工会議所を通じ、商工会議所女性部の活動支援をおこないま

した。 

Ｂ 

 《事業内容》 

女性の力で地域を元気

にするため女性経営者で

組織された、大田原商工

会議所女性部の活動に対

して支援を行います。 

 

《評価・課題等》 

今後も継続して支援をおこないます。 

 

 

施策(２) 防災活動における男女共同参画の促進 

事 業 令和６年度実施状況 
評
価 

地域での防災活動への参加

促進【危機管理課】 

市が開催した防災講座は24回あり、783名の方が参加していただ

きました。そのうち女性の参加者は387名でありました。 

Ａ 

 《事業内容》 

男女双方の視点で防災

活動や避難所運営を行う

ことができるよう女性の

防災活動への参画を推進

します。 

《評価・課題等》 

多くの参加者を集うことにより、防災活動への推進を図ってお

りますが、女性の参加者が５割と関心が高くなってきています。 
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【基本目標Ⅲ だれもが心豊かに暮らせる環境づくり】           

 

施策の方向１ 家庭生活とその他の活動の両立支援                   

施策(１)ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の推進  

事 業 令和６年度実施状況 
評
価 

ワーク・ライフ・バランス

の実現に向けた啓発 

【商工観光課】 

関係機関によるワーク・ライフ・バランスに関連するポスター

及びリーフレットを設置し、周知をおこないました。 

Ｂ 

 《事業内容》 

働く人や事業主等に対

する仕事と家庭の両立支

援と働き方の見直しにつ

いての周知啓発をしま

す。 

《評価・課題等》 

掲示や設置などの手法以外にも、市の広報紙やメール配信等の

積極的な周知啓発方法も考えたいと思います。 

父親参加の子育てに向けた

支援の推進 

【こども支援課】 

〇令和６年度妊娠届出数   306件 

Ａ 

 《事業内容》 

母子健康手帳交付時及

び出生届時に、育児支援

の資料等を配布し、父親

の育児参加を推進しま

す。 

《評価・課題等》 

妊娠届出及び出生届出の面接時に、父親（パートナー）に対し

ても育児参加の啓発を行っています。 

父親の子育ての参加は年々増加していますが、妊娠期から育児

に関心を持ち、主体的に取り組むことができるよう情報提供を行

っていきます。 

 

施策(２) 子育て・介護支援体制の充実 

事 業 令和６年度実施状況 
評
価 

保育サービスの充実 

【保育課】 

〇乳児保育：延べ 1,598 人   〇延長保育：延べ 3,158 人 

〇障害児保育：延べ 555 人   〇一時保育：延べ 1,060 人 

〇休日保育：延べ 233 人 

〇病児・病後児保育：病児対応型     124 人 

          病後児対応型    262 人 

          体調不良児対応型 2,948 人 

〇子育てランド事業補助金：９園 計 11,184,000 円 

 預かり保育、放課後児童クラブ等、市と連携して子育て支援事

業を行う幼稚園に対して、１園あたり200,000円を補助（障害

児を預かっている場合は１人につき392,000円加算） 

Ａ 

 《事業内容》 

通常保育に加え、延長

保育、障害児保育、一時

預かり保育、病児・病後

児保育など、多様なニー

ズに対応した保育事業等

の充実を図ります。 

《評価・課題等》 

今後も引き続き多様化する保育需要に適切に対応し、適正なサ

ービスを提供していくとともに、その質的向上を図ることが求め

られています。 

 

 評価の目安 

Ａ：達成された（90％以上） 

Ｂ：概ね達成された（80％以上） 

Ｃ：あまり達成されていない（60％以上） 

Ｄ：達成されていない（60％未満）
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放課後児童健全育成事業

（学童保育）の充実 

【保育課】 

〇公設民営学童保育館：10 か所 

（令和７年３月 31日現在） 

 登録児童数：779 人  委託料： 155,287,500 円 

〇民設民営学童保育館：15 か所 

（令和７年３月 31日現在） 

登録児童数：830人  補助金： 182,172,400円 

Ａ 

 《事業内容》 

放課後や夏休み等の長

期休業中に、昼間、家庭

に保護者のいない児童の

健全育成を図るため、放

課後児童健全育成事業の

充実を図ります。 

《評価・課題等》 

親園小学校区と石上小学校区で利用児童が増えており、待機児

童が発生する見込みとなったため、令和６年度から親園小学校と

石上小学校の特別教室を借用し放課後居場所緊急対策事業として

児童の受入を実施し、受け皿の確保を進めました。 

湯津上小学校統廃合に伴う利用児童の増加に対応するため、令

和６年度中に湯津上地区の公設民営放課後児童クラブの別棟を整

備しました。 

令和７年度開設に向けて、社会福祉法人エルム福祉会が紫塚小

学校区を対象とした民設民営放課後児童クラブ（放課後児童クラ

ブ Valo）の単位拡充を伴う整備をおこないました。 

今後も登録児童数の増加を見据え、更なる施設整備の必要性を

検討していきます。 

ファミリーサポートセンタ

ー事業推進 【保育課】 

利用実績：736 件 

【令和６年度会員数 121 人】 

〇提供会員：25人  〇依頼会員：91人 〇両方会員：５人 

Ａ 

 《事業内容》 

地域における子育て支

援を拡充するため、ファ

ミリーサポートセンター

の趣旨普及に努め、依頼

会員及び提供会員の募

集・育成を図ります。 

《評価・課題等》 

実働できる提供会員の確保が課題です。今後もファミリーサポ

ートセンター事業の周知・会員募集を積極的に実施し、提供会員

の登録者数増を図るとともに、サービスを必要とする方（依頼会

員）が利用しやすい体制づくりを目指していきます。 

子育て支援拠点施設事業の

推進 【保育課】 

９か所で実施。 

【公営６か所 利用者数 8,191 人】 

※保護者・子どもの年間延べ人数 

〇しんとみ子育て支援センター（しんとみ保育園内）3,049 人 

〇つどいの広場トコトコ（子ども未来館内） 3,729 人 

〇つどいの広場さくやま（旧さくやま保育園内 856 人 

〇子育てサロンかねだ（金田北地区公民館内） 58 人 

〇子育てサロンのざき（うすばアットホーム内） 315 人 

〇子育てサロンかわにし（川西ほほえみセンター内）184 人 

【民営３か所 利用者数 3,788 人】 

※保護者・子どもの年間延べ人数 

〇くろばね子育て支援センター（すくすくきっず） 1,683 人 

〇ひかり子育て支援センター  1,445 人 

〇ゆづかみ子育て支援センター（ゆづかみ保育園内） 660 人 

Ａ 

 《事業内容》 

施設指導員等による育

児に関するアドバイスと

育児情報の提供、子育て

に関する相談受付を通し

て、地域の子育てを支援

します。 

《評価・課題等》 

利用者が安心して利用できる場所を提供できるよう、各施設指

導員のスキルアップと施設のより良い環境作りを目指していきま

す。また、新規利用者を増やしていくため、各施設の周知を継続

していきます。 
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保育料等の負担軽減 

【保育課】 

【保育園等保育料の軽減】 

保育園等入園児童にかかる利用者負担（保育料）軽減率は、国

の基準から 66.2％です。 

また軽減実施人数は、第２子 235 人（実数）、第３子 83 人（実

数）となっています。 Ａ 

 《事業内容》 

保育園等入園児童の保

育料等を軽減することに

より、子育て世帯の経済

的な支援を図ります。 

《評価・課題等》 

保育園等保育料の軽減につきましては、引き続き負担軽減に努

めていきます。 

介護保険施設等の充実 

【高齢者幸福課】 

大田原市高齢者福祉計画・介護保険事業計画（あんしんプラ

ン）第８期計画で令和５年度に整備したグループホーム１施設

（18床）を、４月１日付で新規指定しました。 

Ａ 
 《事業内容》 

介護保険施設等の充実

に努め、介護者の負担軽

減を図ります。 

《評価・課題等》 

あんしんプラン第９期計画どおりの整備となっております。 

地域包括ケアシステムの整

備促進 

【高齢者幸福課】 

住み慣れた地域でいつまでも生き生きと安心して暮らせるまち

をめざして、医療・介護・地域が連携して高齢者を支援できる体

制づくりを推進しております。 

・大田原市ささえ愛サロン事業費補助金 

  高齢者を中心とする身近な通いの場(ささえ愛サロン)を運営

する団体を支援しています。 

 令和６年度交付 ２団体 (新規１、継続１団体) 

Ａ 

 《事業内容》 

高齢者の生活を家族など

の介護者だけではなく、

地域全体で支え合うこと

ができるよう、地域包括

ケアシステムの整備を促

進します。 

《評価・課題等》 

今後も身近な通いの場の拡充に向け、運営団体への支援を行い

ます。 

生活支援体制整備事業においても、地域の住民活動が活発に展

開されるよう、市域及び各日常生活圏域の課題解決や体制整備な

ど、地域包括ケアシステムの深化・推進に努めます。 

 

在宅障害者（児）居宅生活

支援事業の充実 

【福祉課】 

【自立支援給付】＊数値は令和７年３月利用実績 

○居宅介護  

在宅の障害者（児）に対し、ホームヘルプを利用することによ 

り、介護者の軽減を図りました。 

人数 （ ）内の数は児童 回数 （ ）内の数は児童 

80（2）人 732（24）回 

 

○日中活動 

在宅の障害者（児）に対し、生活介護（デイサービス等）を利 

用することにより、本人及び家族等に対する支援を行いました。 

区  分 人数（）内の数

は児童 

日数（）内の数 

は児童 

生活介護 218（ 0）人 4,196（  0）日 

日中一時 75（57）人 640（488）日 

地域活動支援センターⅡ型 1（ 0）人 18（  0）日 

 

Ａ 

 《事業内容》 

在宅の身体・知的・精神

の３障害者（児）の介護

給付、自立支援医療、補

装具費等の給付、地域生

活支援により、家族の介

護の軽減を図ります。 
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○短期入所（ショートステイ） 

障害者（児）を介護している者が、疾病等の理由により、居宅

における介護ができない場合、一時的に施設を利用することによ

り、家族等の負担軽減を図りました。 

人数 （ ）内の数は児童 日数 （ ）内の数は児童 

77（18）人 834（130）日 

 

【自立支援医療】 

○更生医療 

障害者（18歳以上）に対し、更生医療を受けることにより身体 

の障害を軽減し、医療に対する交付負担することにより、身体障

害者の自立と社会経済活動への参加促進を図りました。 

区  分 交付件数 

一般  29件 

心臓 28件 

血液透析 157件 

 

○育成医療 

障害児（18歳未満）に対し、その身体障害を除去、軽減する手 

術等の治療により確実に効果が期待できる者に対して提供され

る、生活能力を得るために必要な育成医療の支給を行いました。 

区  分 支給件数 

聴覚・平衡 0件     

音声・言語 0件     

肢体 3件     

内部障害 1件     

 

○精神通院 

何らかの精神疾患により、精神医療を継続的に要する病状に

あるものに対し、その通院に係る自立支援医療費の支給により

負担軽減を図りました。 

・受給者数：1,224人（令和７年３月31日現在） 

 

【補装具】 

身体の欠損又は損なわれた身体機能を補って、日常生活や職業

生活をしやすくするため、補装具の購入又は修理の支給を行いま

した。 

区  分 件数 （ ）内の数は児童 

交付 69(12）件    

修理 53（8）件    
 

《評価・課題等》 

日中活動の日中一時や短期入所の利用に増加の傾向が見られま

す。引き続き家族の負担軽減のため障害者の自立や療育に向けた

障害福祉サービスの情報提供に努めていきます。 

また、手帳交付時に障害者福祉ガイドをお渡しすることで、申請

漏れのないよう周知徹底します。 
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施策の方向２ 男女の生涯にわたる健康の確保                        

施策(１)生涯を通じた健康保持の推進 

事 業 令和６年度実施状況 
評
価 

性教育の充実 

【学校教育課】 

各学校において、特別活動及び体育・保健体育（保健領域）等に

おいて「性に関する指導」を年間指導計画に位置付け、計画的・継

続的に指導しました。また、助産師等の外部講師を招いて思春期教

室を実施するなど、専門的な指導も行いました。児童生徒の発達段

階や学年の実態に合わせた指導が展開されました。 
Ｂ 

 《事業内容》 

特別活動や保健体育

において「性に関する

指導」を年間指導計画

に位置付け、計画的、

継続的に指導を行いま

す。 

《評価・課題等》 

性に関する指導資料の作成・養護教諭による個別指導等を積極的

に実施しました。病院関係、助産師など外部講師の協力を得なが

ら、児童生徒の実態に応じて、効果的に推進することができまし

た。 

各種がん検診の実施 

【健康政策課】 

＜各種がん検診の実施状況について＞ 

〇令和６年度各種がん検診の実施状況 

項目 対象者 対象者数 受診者数 受診率 

子宮がん検診 20 歳以上の女性 15,452 4,295 27.8% 

乳がん検診 30 歳以上の女性 13,973 6,326 45.3% 

前立腺がん検診 50 歳以上の男性 8,307 3,361 40.5% 

※各種がん検診における対象者数については、令和２年度国勢調査の

統計情報を基に、国が指定した全国統一の基準により算出した、市で

がん検診を受けるべき人の数としました。HPV併用検診における受診間

隔（異常なしの方/３年後受診）については考慮していません。 

〇受診率の推移 

 令和 5年度 令和 6年度 前年比 

子宮がん検診 27.3% 27.8% 0.5 

乳がん検診 45.0% 45.3% 0.3 

前立腺がん検診 40.5% 40.5% 0 

○がん検診推進事業 

がん検診の受診促進を図るとともに、がんの早期発見と正しい健 

康意識の普及啓発を図るため、国の施策に基づき市が実施。 

各対象者に「がん検診手帳」及び「がん検診無料クーポン」を送 

付し、がん検診の受診勧奨を実施。 

 
対象年齢 

クーポン 

対象者 

クーポン 

利用者 
使用率 

子宮がん検診 20 歳 339 8 2.4% 

乳がん検診 40 歳 412 107 26.0% 

※ 対象年齢は、当該年度４月１日時点での年齢 

Ｂ 

 《事業内容》 

乳がん・子宮がんや

前立腺がん等、性別に

応じた、各種がん検診

を実施します。 

《評価・課題等》 

感染症対策を実施しながら、70回の健診を実施しました。また、

健診（検診）を受診することの重要性の周知に努め、全体的な受診

者数は前年度より増加しました。しかし、受診率についてはコロナ

禍以前の水準に戻っていないことから、引き続き健診の重要性につ

いて周知していく必要があると考えています。 
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女性セミナーの開設 

【生涯学習課】 

〇女性セミナー開設 

公民館名 学級数 受講者 

(延べ) 

回数 学習時間 

大田原西 １ 330 9 27.0 

金田北 １ 207 9 31.0 

金田南 1 167 9 23.5 

親園 1 127 8 23.5 

野崎 1 165 9 21.0 

佐久山 1 77 9 22.5 

湯津上 1 148 10 28.5 

黒羽・川西（黒羽） 1 245 9 22.5 

黒羽・川西（川西） 1 182 9 26.5 

両郷 1 172 10 35.5 

須賀川 1 142 9 32.0 
 

Ａ 

 《事業内容》 

女性が生涯にわたっ

て健康の保持増進に努

めることができるよ

う、女性の健康づくり

に関するセミナーを実

施します。 

《評価・課題等》 

受講者・セミナー回数・学習時間が前年度と同じ規模で開催され

ています。例年、受講者の関心が高く、受講率の高い講座となって

います。様々な分野の講義を盛り込んでおり、今後も女性のエンパ

ワーメントのため内容の充実に努めていきます。 

女性スポーツ教室の開催 

【スポーツ振興課】 

女性へのスポーツの普及、健康づくりを目的として次の教室を開

催しました。 

〇ゴルフレベルアップ教室(対象：一般) 

参加者：男性５名 女性５名(５～６月 全８回) 

〇ゴルフレベルアップ教室中上級者向け(対象：一般) 

  参加者：男性６名 女性４名(８～10 月 全８回) 

〇ジュニアゴルフ教室(対象：小学生～中学生) 

  参加者：男性３名 女性２名(５～７月 全６回) 

〇ゴルフ入門教室(対象：一般) 

  参加者：男性２名 女性８名(６～９月 全 14回) 

〇シニアゴルフ教室(対象：60歳以上) 

  参加者：男性４名 女性 12名(６～８月 全８回) 

〇秋の市民ゴルフ教室(対象：一般) 

  参加者：男性３名 女性 10名(９～10月 全８回) 

〇冬の市民ゴルフ教室(対象：一般) 

  参加者：男性３名 女性６名(10～11月 全６回) 

 

Ａ 

 《事業内容》 

年代や個性に応じた

健康づくりを推進する

ため、「市民一人１ス

ポーツ」の観点から女

性スポーツ教室を開催

します。 

《評価・課題等》 

女性スポーツ教室は NPO 法人大田原市スポーツ協会の事業、生涯

学習課の市民学校事業と重複する教室事業があることから令和５年

度を最後に廃止となりました。 

現在、スポーツ振興課で行っている教室事業の課題として、対象

者がより限定的であるジュニアゴルフ教室、シニアゴルフ教室では

参加者が定員と比べて少ないことが課題として考えられます。 

今後は教室の対象者や内容の変更、新規教室事業等含め、市民の

需要に応じて教室事業のさらなる見直しを実施してまいります。 
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施策(２)母子保健の充実  

事 業 令和６年度実施状況 
評
価 

不妊治療費補助金交付 

【こども支援課】 

保険適用外の不妊検査・治療に係る費用の1/2以内で15万円を

上限に助成する（通算５回まで）。 

 補助金交付件数    ４件 

補助金交付額  362,000円 
Ａ 

 

 

 

《事業内容》 

不妊治療を受けた方

に、保険診療適用外の治

療費の一部を助成しま

す。 

《評価・課題等》 

制度開始１年目であることや、治療が終了した翌年度末まで申

請が可能であることから、令和６年度の交付申請件数は少なかっ

たが、引き続き制度の周知に努めていきます。 

妊婦健診受診票の交付 

【こども支援課】 

 

妊婦健診受診票交付者数は306人、延べ受診者数では3,567人の

受診がありました。 

【結果】 異常なし  2,617人 

要経過観察  661人 

要医療      289人 

Ａ 

 

 

 

《事業内容》 

安心して妊娠・出産に

のぞむことができるよ

う、妊婦健診の受診票を

交付し、医療費の公費負

担をします。 

《評価・課題等》 

母子の健康管理・妊娠出産に係る経済的負担の軽減のみなら

ず、産後うつの予防や新生児への虐待予防につながるよう、継続

して医療機関との連携を密にし、必要な支援を受けられるように

していきます。 

妊産婦医療費助成事業 

【こども支援課】 

妊産婦に対して、医療費の一部を助成しました。 

対象人数        559人 

助成件数       2,419件 

助成額      12,676,857円 
Ａ 

 《事業内容》 

妊産婦の医療費の一部

を助成することにより、

疾病の早期発見と受療を

促進し、母子保健の向上

を図ります。 

《評価・課題等》 

母子手帳交付時に、妊産婦に対して受給資格者証を交付し、助

成申請等について詳細に説明しています。 

産婦健診費助成事業 

【こども支援課】 

〇産後２週間健診助成者 322人（101.3%） 

〇産後１ヵ月健診助成者 334人（105.0%） 

Ａ 

 《事業内容》 

産後2週間と1ヵ月の産

後健診について、 1回

5,000円を上限に2回助成

します。 

《評価・課題等》 

産後の早い段階で産後うつ傾向にある方の把握が可能となり、

産後の早期支援につながっています。 

出産後に転入した方、中絶した方、令和６年３月中に出産した

方（令和６年４月中に受診）等がいるため、受診率は100％を超

えています。 

子育て世代包括支援センタ

ー【こども支援課】 

妊娠届（母子健康手帳交付）の際に、妊婦アンケートをもとに

面接を行い、相談等に対応しています。 

 〇妊娠届数         306件 

 〇面接実施率       98.7％ 

 〇要支援妊婦実人員  227人 

 ※要支援妊婦：継続支援が必要な妊婦 

Ａ  《事業内容》 

専任職員として「子育

てコンシェルジュ」を配

置し、相談に応じます。 



 

31 

 

《評価・課題等》 

〇支所で母子健康手帳を交付した方に対しては、窓口での保健師

面接ができないため、後日、妊婦アンケートをもとに電話等で

の相談支援を実施しています。 

〇産科医療機関等とも連携しながら、子育てコンシェルジュと地

区担当保健師が情報共有し、相談支援に対応しています。 

思春期保健の充実 

【こども支援課】 

講師は、国際医療福祉大学教員（助産師）、中京学院大学教員

（助産師）、日本赤十字看護大学教員、国際医療福祉大学塩谷看

護専門学校教員（助産師）、那須赤十字病院助産師、在宅の助産

師等に依頼し、正しい知識の普及に努めています。 

〇小学校（５･６年生）：18校実施 

559人参加（94.4%） 

〇中学校（１･２･３年生）：９校実施 

1,567人参加（91.8%） 
Ａ 

 《事業内容》 

豊かな父性及び母性を

育むため、市内全小・中

学校において思春期教室

を実施し、正しい知識の

普及と自己決定能力の育

成を図ります。 
《評価・課題等》 

市内小・中学校全校で実施。心身ともに成長が著しく、人格形

成にとっても重要な時期に、豊かな父性母性を育むために実施し

ています。 

小中学生の現状を考慮し、子どもたちの実情に応じた内容で、

子どもたちは自分の事として受け止め、自分自身の体を大切にす

ること、他者を思いやる心を育む機会となっています。 

 

施策の方向３ 援助が必要な人への支援                        

施策(１) 高齢者が安心して暮らせる環境の整備 

事 業 令和６年度実施状況 
評
価 

養護老人ホーム措置事業 

【高齢者幸福課】 

身体上又は精神上の理由や経済的な理由により、居宅において

養護を受けることが困難な高齢者に係る養護老人ホームへの入所

措置を講じています。 

 令和６年度末 措置者数 54人 

Ａ 

 《事業内容》 

居宅で養護を受けるこ

とが困難な高齢者を措置

支援することで、安心し

て暮らせる環境を整備し

ます。 

 

《評価・課題等》 

入所に際しては、「老人ホーム入所判定委員会」において審査

判定し、適切に入所措置が講じられるよう努めております。 

高齢者の就業機会の充実 

【高齢者幸福課】 

シルバー人材センターが行う高年齢者労働能力活用事業の実施

に要する経費の一部に対し、補助金を交付しました。 

〇補助金額  17,085,000 円 

〇会員登録数 279人（令和５年度 280人） 

Ａ 

 《事業内容》 

シルバー人材センター

に対する事業費補助等に

より、高齢者の就業の促

進を図ります。 

 

 

《評価・課題等》 

令和６年度中の入会者は 47 人(生きがい、社会参加、健康維持

のため)、退会者は 34人(病気・加齢等のため)となりました。 
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社会的活動の場の提供 

【高齢者幸福課】 

単位老人クラブへの補助金交付額 1,805,000 円 

令和６年度 46 クラブ 会員総数  1,438 人 

このほか、大田原市老人クラブ連合会に対し、生きがいづくり補

助金、活動費補助金及び連合会補助金として2,333,536円を交付

しました。 Ａ 

 《事業内容》 

老人クラブの体制強化

を図ることにより、社会

活動の場を提供します。 《評価・課題等》 

令和６年度の老人クラブ会員数は 140人減少しました。多く

のクラブにおいて、会員数減少による運営継続困難や新規加入者

の獲得が課題となっています。 

 

施策(２) 貧困に直面する女性等に対する支援 

事 業 令和６年度実施状況 
評
価 

就労支援事業 

【こども支援課】 

○高等職業訓練促進給付金事業 

・給付件数    ０件 

・相談件数    １件 

○自立支援教育訓練給付金事業 

・給付件数    ０件 

・講座指定件数  １件 

・相談件数    １件 
Ａ 

 《事業内容》 

母子家庭の母又は父子

家庭の父が一刻も早く就

業・自立ができるよう、

大田原市母子家庭及び父

子家庭自立支援教育訓練

給付金及び高等職業訓練

促進給付金を支給しま

す。 

 

《評価・課題等》 

今後も事業周知を図るとともに、就労へ向けた支援の拡充を図り

ます。 

児童扶養手当給付事業 

【こども支援課】 

○令和７年３月末日現在受給資格者数  511 人 

【内訳】 ・全部支給者数    232 人 

     ・一部支給者数   220 人 

     ・全部停止者数     59 人 

○令和６年度新規認定件数      62件  

Ａ 

 《事業内容》 

父母の離婚・父親又は

母親の死亡などによって

父親又は母親と生計を共

にしていない児童や、重

度の障害のある児童を健

やかに育成することがで

きるよう、児童扶養手当

を支給します。 

 

《評価・課題等》 

ひとり親家庭の状況を的確に把握し、適切な手当の支給を実施

します。 

母子父子寡婦福祉資金貸付

事業 

【こども支援課】 

〇相談件数  33 件 

【貸付】 

〇生活資金  １件 

Ａ 

 《事業内容》 

経済的な自立を更に促

進するため資金の貸付が

必要になったとき、母子

父子自立支援員が資金の

貸付や償還の相談に応じ

ます。 

 

《評価・課題等》 

今後も母子父子寡婦福祉資金貸付事業に関する周知と案内を実

施するとともに、貸付を希望する各母子父子家庭の状況を的確に

把握し、適切な貸付を実施します。 
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ひとり親家庭医療費助成 

事業 【こども支援課】 

母子及び父子家庭等に医療費の一部を助成することにより、ひ

とり親家庭等の経済的支援を実施しました。 

 対象世帯         589世帯 

 対象人数        1,417人 

 助成件数        4,515件 

 助成額       13,027,023円 

Ａ 

 《事業内容》 

ひとり親家庭の親と子

に対し医療費の一部を助

成することにより、その

心身の向上を図り、ひと

り親家庭の福祉を増進し

ます。 

 

《評価・課題等》 

対象者が児童扶養手当受給者と共通することから、申請漏れな

どのないように、児童扶養手当申請時に申請書を記入いただいて

います。 

 

 

 

生活困窮者自立支援事業 

【福祉課】 

生活困窮者自立支援事業 

・新規相談受付件数  100 件（女性 41 件、男性 59 件） 

・プラン作成件数     ３件（女性 ２件、男性 １件） 

・就労支援対象者     ２人（女性 １人、男性 １人） 

・住居確保給付金支給決定件数 １件（女性 １件） 

 

 

Ｂ 

 《事業内容》 

生活上の困難に直面し

た方に対し、地域の中で

自立した生活が送れるよ

う、一人ひとりの状況に

応じた相談・支援を行い

ます。 

《評価・課題等》 

新規相談受付件数の総件数は前年と比べ約 1.2 倍となっている

が、女性の割合は変わらなかった。 

住居確保給付金の受給は原則１回であり、新規申請者は年々少

なくなっている状況である。 

 

 

施策(３) その他困難を抱える人への支援 

事 業 令和６年度実施状況 
評
価 

LGBTQへの理解を深めるため

の取組 

【政策推進課】 

〇３市町女性団体研修交流会 

（大田原市女性団体連絡協議会主催）（再掲） 

期日：令和６年 11月 15 日（金） 

場所：トコトコ大田原 市民交流センター 視聴覚室 

内容：第１部 映画上映「リトルガール」 

   第２部 講演「LGBTQ＋／SOGI～私たちが学び合うことで多 

様性を認め合う社会をつくる～」 

講師：国際医療福祉大学大学院 助産学分野准教授 森越 美香氏 

参加者：大田原市・那須塩原市・那須町 16団体 47 人 

※広報紙「ばらんす」第58号に交流会の記事を掲載し、市民へ情 

報提供しました。 

Ａ 

 《事業内容》 

LGBTQに関する正しい理

解を深めるための啓発や

情報・学習機会の提供を

行います。 

《評価・課題等》 

今後も学習機会の提供、情報提供に努めていきます。 
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性的少数者への教育相談の

充実【学校教育課】 

各学校において、LGBTQへの理解を深め、いじめや差別を許さ

ない人権教育等を推進しました。また、スクールカウンセラー・

スクールソーシャルワーカー、教育相談員等を配置して教育相談

の充実を図り、受容的な体制の構築に努めています。また、教育

相談週間を設定して、個別に悩みを相談できるようにしていま

す。市教育支援センターにおいても相談体制やサポート体制の整

備を図りました。 

Ｂ 

 《事業内容》 

学校教育の場におい

て、児童・生徒に対し、

相談体制やサポート体制

の充実を図ります。 

《評価・課題等》 

市教育支援センターでの相談体制を整備し、各校に事業内容を

伝えたり相談窓口を拡大したりしました。今後も担当者を中心

に、LGBTQに関する理解をさらに深め、相談体制の充実やサポー

ト体制の整備を図っていきます。 

 

 

外国人子女相談員の配置 

【学校教育課】 

県が指定する「外国人児童生徒教育拠点校」である大田原小学

校・西原小学校・大田原中学校に、日本語とポルトガル語・中国

語に堪能な市会計年度任用職員である「外国人子女相談員」を４

名配置し、外国人児童生徒の支援を行いました。さらに、小学校

入学前に日本語が分からない児童や保護者のために日本語支援相

談会を実施し、拠点校制度を説明するなど、就学の支援を行いま

した。 

Ｂ 

 《事業内容》 

日本語指導が必要な帰

国・外国人児童生徒に対

し、ポルトガル語等を母

語とする相談員を学校に

配置し、学習支援活動や

教育相談、文書の翻訳業

務を行います。 

《評価・課題等》 

外国人児童生徒の多国籍化・散在化が年々進んでいます。今後

は日本語支援相談会を小学校就学前の児童や保護者にさらに周知

し、小学校入学前に拠点校への就学を進めていく必要があると考

えます。 
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【計画の推進】                         

１ 推進体制の充実                                

施策(１) 庁内推進体制の強化 

事 業 令和６年度実施状況 
評
価 

庁内における意識啓発 

【総務課】【政策推進課】 

〇広報紙「ばらんす」を庁内掲示板に掲載し、市職員全員に向け 

て意識啓発しました。 

〇各種講座のポスターを本庁舎デジタルサイネージや支所・公民 

館等で掲示し、情報提供しました。 

Ａ 

 《事業内容》 

市職員へ意識啓発のた

めの講座や講演会等の情

報提供を行います。 《評価・課題等》 

今後も庁内ガルーンやデジタルサイネージ等により、講座・講

演会等の情報提供に努め、市職員への意識啓発に努めます。 

女性職員の管理的地位への

登用拡大 

【総務課】 

※令和６年４月１日現在 

管理的地位（管理職手当が支給される者） 

部長級、課長級及び課長補佐級の職員：58人うち女性 14人  

登用率：24.1％ 

【内訳】 

① 部長級   10 人中 女性 １人  

② 課長級   30 人中 女性 ５人 

③ 課長補佐級  18人中 女性 ８人 
Ｂ 

 《事業内容》 

キャリア形成支援の取

組を進め、公平公正な能

力評価を行うことによ

り、市の女性職員の管理

職等への登用を推進しま

す。 
《評価・課題等》 

女性職員の職域拡大のための研修への参加を促し、キャリア形

成支援に努めました。令和３年３月策定の大田原市特定事業主行

動計画における、女性職員の係長級以上の職の割合目標が令和６

年度は27.0％であり、実績が24.1％であるため、目標は89％達成

となりました。 

 

「特定事業主行動計画」の

推進【総務課】 

大田原市特定事業主行動計画（女性活躍推進法）に基づき、家

事、育児や介護をしながら活躍できる職場環境の整備を目指して

おり、率先して特別休暇や育児、介護休暇等の取得を促進しまし

た。 

〇女性職員の育児休業取得率   100％（年度目標：100％） 

〇男性職員の育児休業取得率    83％（年度目標： 10％） 

〇配偶者出産時の特別休暇取得率  95％（年度目標： 88％） 

【参考】特別休暇の取得者数及び平均取得日数 

① 子の看護休暇  139 人 4.7 日 

② 介護休暇     24 人 3.5 日 

③ 配偶者出産時の特別休暇（男性職員）  12 人 1.9 日 

 ※配偶者出産時の年次休暇取得日数を含む。 

 

 

  

Ａ 

 《事業内容》 

すべての職員が仕事と

生活の調和を推進し、一

人ひとりが個性と能力を

十分に発揮できる職場環

境を整備するため、特定

事業主行動計画を推進し

ます。 

 

 評価の目安 

Ａ：達成された（90％以上） 

Ｂ：概ね達成された（80％以上） 

Ｃ：あまり達成されていない（60％以上） 

Ｄ：達成されていない（60％未満）
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《評価・課題等》 

大田原市特定事業主行動計画において、女性の育児休業取得率

100％の維持、男性職員の育児休業取得率を令和７年度まで毎年

度に 10％以上、男性職員の配偶者出産時の特別休暇取得率を令

和７年度までに 90％以上とすることなどを目標として定めてお

ります。令和６年度目標は達成されました。 

 

男性職員の育児休業取得 

促進【総務課】 

大田原市特定事業主行動計画（女性活躍推進法）に基づき、家

事、育児や介護をしながら活躍できる職場環境の整備を目指して

おり、男性職員の育児休業の取得を促進しました。 

・男性職員の育児休業取得率 83％（年度目標：10％） 

Ａ 

 《事業内容》 

性別にかかわらず仕事

と育児を両立できる職場

環境の整備を目的として

男性職員の育児休業の取

得を促進します。 

《評価・課題等》 

大田原市特定事業主行動計画において、男性職員の育児休業取

得率を令和７年度まで毎年度10％以上とすることを目標としてい

ます。令和６年度目標は10％であり、実績は83％であるため、目

標は達成されました。 

施策(２) 国、県、他市町村との連携 

事 業 令和６年度実施状況 
評
価 

各種研修への積極的参加 

【政策推進課】 

国や県、他市町との情報を収集するため、研修会に参加しまし

た。 

〇輝く女性の活躍を加速する男性リーダーの会 

 第 12 回リーダーミーティング（オンライン参加） 

期日：令和７年３月 18日（火） 

内容：講演「日本全国のジェンダーギャップ解消加速に向けて 

～産学官トップリーダーへの期待～」 

参加者：男性リーダーの会会員、相馬憲一大田原市長 

 

〇３市町女性団体研修交流会 

（大田原市女性団体連絡協議会主催）（再掲） 

期日：令和６年 11月 15 日（金） 

内容：第１部 映画上映「リトルガール」 

第２部 講演「LGBTQ＋／SOGI～私たちが学び合うことで多 

様性を認め合う社会をつくる～」 

講師：国際医療福祉大学大学院 助産学分野准教授 森越 美香氏 

参加者：大田原市・那須塩原市・那須町16団体 47人 

Ａ 

 《事業内容》 

国や県、他市町との情

報共有を図るため、最新

の動向を把握し、研修会

への積極的な参加を促す

ことで、本市の施策推進

につなげます。 

《評価・課題等》 

今後も、全国の男女共同参画に係る動向を把握し、他市町と情

報共有を図りながらネットワークを広げ、実施事業に反映しま

す。 
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２ プランの進行管理                         

施策(１)年次報告書の作成・公表 

事 業 令和６年度実施状況 
評
価 

年次報告書の作成 

【政策推進課】 

令和５年度男女共同参画に関する年次報告書を作成 

「令和５年度男女共同参画に関する年次報告書（案）」の内容に

ついて庁内において検討し、大田原市男女共同参画審議会に報告

するとともに、広報紙、市ホームページで公表しました。 

Ａ 

 《事業内容》 

各施策の実施状況を年

次報告書としてとりまと

め、男女共同参画審議会

に報告するとともに、市

民・事業者に対し、公表

します。 

 

《評価・課題等》 

今後も遅延なく公表できるよう努めます。 

男女共同参画審議会との 

連携 【政策推進課】 

大田原市男女共同参画審議会（第１回） 

期日：令和６年７月９日 

内容：「令和５年度男女共同参画に関する年次報告書（案）」につ 

いて 

Ａ 

 《事業内容》 

年次報告書の報告を通

じて、本計画の事業評価

や進捗管理を行います。 《評価・課題等》 

今後も大田原市男女共同参画審議会と連携を図り、審議会から

の意見を施策に反映させていきます。 
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   大田原市男女共同参画を推進する条例 

目次 

 前文 

 第１章 総則（第１条－第７条） 

 第２章 基本的施策（第８条－第１５条） 

 第３章 男女共同参画を阻害する行為の制限（第１６条・第１７条） 

 第４章 大田原市男女共同参画審議会（第１８条） 

 附則 

 

   前文 

 人がその性別にかかわりなく、一人一人が心豊かに、自分らしく生きることができる社会の実現は、

私たちの願いである。 

 大田原市においては、人間尊重を基本理念とした市民憲章に基づき、大田原市総合計画を指針とし

て、市民生活の向上を目指すとともに、男女平等社会の実現に向け「おおたわら男女共同参画プラン」

を策定し、様々な施策を積極的に推進してきた。 

 しかしながら、社会的、文化的に形成された性別による固定的な役割分担や慣行は、依然として根

強く残っており、社会における男女間の不平等を感じている市民も少なくない。 

 さらに、意思決定の場への男女の積極的な参画、家庭生活における活動と他の活動の両立等なお一

層の努力が求められている。 

 こうした状況の中、少子高齢化、家族形態の多様化、高度情報化、国際化など社会経済情勢の急激

な変化に伴い、解決すべき課題も抱えている。 

 ここに、大田原市は、男女の特性を尊重し、共に支え合い、責任を分かち合い、幸せを実感できる

住みよいまちを築くため、市、市民及び事業者が一体となって男女共同参画社会の実現を目指すこと

を決意し、この条例を制定する。 

   第１章 総則 

 （目的） 

第１条 この条例は、男女共同参画社会の実現に向けて、基本理念及び目指すべき姿を定め、市、市

民及び事業者の責務を明らかにするとともに、男女共同参画の推進に関する基本的な事項を定める

ことにより、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 
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 (１) 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分

野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化

的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うことをいう。 

 (２) 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内にお

いて、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。 

 (３) 事業者 市内における公的機関又は事業活動を行う個人、法人、非営利団体、自治会等をい

う。 

 (４) セクシュアル・ハラスメント 相手の望まない性的な言動により、相手に不快感若しくは不

利益を与え、又は生活環境を害することをいう。 

 (５) ドメスティック・バイオレンス 配偶者等から受ける身体的、心理的、経済的又は言語的な

暴力及び虐待をいう。 

 （基本理念） 

第３条 男女共同参画は、次に掲げる事項を基本理念として推進されなければならない。 

 (１) 男女が、個人としての尊厳が重んぜられ、性別による差別的取扱いを受けることなく、個人

として能力を発揮する機会が確保されること。 

 (２) 男女が、性別による固定的な役割分担や慣行にとらわれることなく、社会における活動を自

由に選択できるようにすること。 

 (３) 男女が、社会の対等な構成員として、社会のあらゆる分野における方針の立案及び決定に参

画する機会が確保されること。 

 (４) 家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子育て、介護その他の家庭生活に

おける活動について、家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、家庭以外の活動に対

等に参画し、両立できるようにすること。 

 (５) 男女が、互いの性及び身体的特徴を理解し尊重し合い、生涯にわたり健康な生活を営むこと

ができるようにすること。 

 (６) 男女共同参画の推進は、国際社会における取組を十分理解し、協調して行われること。 

 （目指すべき姿） 

第４条 市、市民及び事業者は、男女共同参画社会の実現にあたり、次に掲げる事項を目指すべき姿

として、この達成に努めるものとする。 

 (１) 家庭において目指すべき姿 

   ア 家族一人一人を尊重し、自分の意思で多様な生き方を選択し、それらを互いに認め合い、

家事、子育て、介護等を担い合う家庭 

   イ ドメスティック・バイオレンスのない明るい幸せな家庭 
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 (２) 教育の分野において目指すべき姿 

   学校教育、社会教育その他あらゆる分野において、男女平等意識が醸成され、かつ、個性や能

力が大切にされる教育 

 (３) 地域において目指すべき姿 

   男女共同参画が阻害される慣習やしきたりを見直し、男女が、差別なく地域の諸活動に参加し、

企画や実践に関われる地域 

 (４) 職場において目指すべき姿 

   ア 個人の意欲、能力、個性等が合理的かつ適切に評価される職場 

   イ セクシュアル・ハラスメントがなく、それぞれの人格を認め合って安心して働ける環境が

保障される職場 

   ウ 男女が等しく、職業生活における活動及び家庭生活における活動を両立し、その他の活動

も行うことができる職場 

   エ 家族経営的な農商工業等においては、男女が対等な構成員として経営方針の立案及び決定

に参画する機会が確保され、並びに正当に評価される職場 

 （市の責務） 

第５条 市は、第３条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）に基づき、前条に定める目指

すべき姿（以下「目指すべき姿」という。）を念頭に置き、男女共同参画の推進に関する施策（積

極的改善措置を含む。以下同じ。）を策定する責務を有する。 

２ 市は、前項の施策について、市民、事業者、国、他の地方公共団体等と協力し、及び連携して実

施する責務を有する。 

３ 市は、男女共同参画の推進に関する体制の整備その他の必要な措置を講ずる責務を有する。 

 （市民の責務） 

第６条 市民は、男女共同参画に関する理解を深め、あらゆる分野において、基本理念に基づき、目

指すべき姿を念頭に置き、男女共同参画を主体的かつ積極的に推進するよう努めなければならない。 

２ 市民は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。 

 （事業者の責務） 

第７条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念に基づき、目指すべき姿を念頭に置

き、男女共同参画を主体的かつ積極的に推進するよう努めなければならない。 

２ 事業者は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。 

   第２章 基本的施策 

 （行動計画） 

第８条 市長は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な行

動計画（以下「行動計画」という。）を策定するものとする。 
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２ 市長は、行動計画を策定するに当たっては、市民及び事業者の意見が反映されるよう努めるとと

もに、大田原市男女共同参画審議会の意見を聴かなければならない。 

３ 市長は、行動計画を策定し又は変更したときは、速やかにこれを公表するものとする。 

 （意識の啓発） 

第９条 市は、男女共同参画の推進についての意識の啓発を図るため、あらゆる機会を通じて広報活

動、情報提供、学習の促進その他の必要な措置を講ずるものとする。 

 （人材の育成） 

第１０条 市は、男女共同参画の推進を率先して行う人材を育成するため、研修の実施、講座の開設

その他の必要な措置を講ずるものとする。 

 （附属機関の委員等） 

第１１条 市は、附属機関の委員等を任命又は委嘱するときは、できる限り男女の均衡を図るよう努

めるものとする。 

 （活動の支援） 

第１２条 市は、市民及び事業者の男女共同参画の推進についての自主的な活動に対し、情報の提供、

助言その他の必要な支援を講ずるよう努めるものとする。 

 （意見等申出の対応） 

第１３条 市長は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策又は男女共同参画の推進に影響を

及ぼすと認められる施策について、市民及び事業者から、意見、苦情等の申出を受けたときは、適

切に対応するよう努めるとともに、必要と認めるときは大田原市男女共同参画審議会の意見を聴く

ことができる。 

２ 市長は、性別による差別的取扱いその他の男女共同参画の推進を阻害する要因となる人権の侵害

に関し、市民及び事業者から相談を受けたときは、関係機関と連携し、解決に努めるものとする。 

 （年次報告） 

第１４条 市長は、毎年、男女共同参画の推進に関する施策の実施状況について、報告書を作成し、

これを公表するものとする。 

 （調査研究） 

第１５条 市長は、男女共同参画の推進に関する施策の策定に必要な事項について、調査研究を行う

ものとする。 

 

   第３章 男女共同参画を阻害する行為の制限 

 （性別による権利侵害の禁止) 

第１６条 すべての人は、家庭、学校、地域、職場その他の社会のあらゆる分野において、次に掲げ

る性別による権利侵害の行為をしてはならない。 
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 (１) 性別を理由とする差別的取扱い  

 (２) セクシュアル・ハラスメント 

 (３) ドメスティック・バイオレンス 

 （公衆に表示する情報への配慮） 

第１７条 すべての人は、公衆に表示する情報において、性別による固定的な役割分担や、異性に対

する暴力等を助長若しくは連想させる表現又は不適切な性的表現を行わないよう努めなければなら

ない。 

   第４章 大田原市男女共同参画審議会 

 （大田原市男女共同参画審議会） 

第１８条 市に、大田原市男女共同参画審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

２ 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。 

 (１) 行動計画の策定及び変更に関すること。 

 (２) 施策に関する意見等の申出への対応に関すること。 

 (３) その他男女共同参画の推進に関して必要な事項 

３ 審議会は、委員１５人以内で組織する。この場合において、男女いずれか一方の委員の数は、委

員の総数の１０分の４未満とならないものとする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認め

たときは、この限りでない。 

４ 委員は、市民、学識経験者等から市長が任命又は委嘱する。 

５ 委員の任期は、２年とする。ただし補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

６ 委員は、再任を妨げない。 

７ 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。 

   附 則 

 この条例は、平成１６年１０月１日から施行する。 

附 則（令和2年3月31日条例第2号） 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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大田原市男女共同参画審議会規則 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、大田原市男女共同参画を推進する条例（平成１６年条例第２１号）第１８条第

７項の規定に基づき、大田原市男女共同参画審議会（以下「審議会」という。）の組織及び運営に

関し必要な事項を定めるものとする。 

 （会長及び副会長） 

第２条 審議会に、会長及び副会長各１人を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。 

 （会議）  

第３条 審議会の会議は、会長が招集し、議長となる。 

２ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところ

による。 

４ 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議への出席を求めてその意見若

しくは説明を聴取し、又は必要な資料の提出を求めることができる。 

 （庶務） 

第４条 審議会の庶務は、総合政策部政策推進課において処理する。 

   （H20規則22．23年度規則16．一部改正） 

 （委任）  

第５条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定

める。 

   附 則 

 この規則は、平成１７年１０月１日から施行する。 

   附 則（平成20年3月28日規則第22号） 

 この規則は、平成２０年４月１日から施行する。 

   附 則（平成23年3月31日規則第16号） 

 この規則は、平成２３年４月１日から施行する。 
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